
別紙２

不開示部分 開示しない理由

職員氏名及び印影

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

病名（第一及び第二）

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

令和〇年〇月〇日付
〇〇第〇号-〇　入
院措置要否決定書
(1)

精神保健指定医氏名（第一及び第二）

公文書名



別紙２

不開示部分 開示しない理由公文書名

職員氏名・印影

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

家族等電話番号・同居家族以外の住所

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

備考
（家族の電話番号・同居家族以外の住所）

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

備考（通報者の内線番号）

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

令和〇年〇月〇日付
〇〇第〇号-〇　　入
院措置者入院依頼書

令和〇年〇月〇日付
〇〇第〇号　入院措
置要否決定受理書



別紙２

不開示部分 開示しない理由公文書名

・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、
現在の状態像
・診察時の特記事項

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5
号に該当
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜
査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがあるため。

職員氏名

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

精神保健指定医氏名

警察官氏名

令和〇年〇月〇日
措置入院に関する診
断書（都道府県提出
用）　第一・第二医師

陳述者氏名



別紙２

不開示部分 開示しない理由公文書名

職員氏名及び印影

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

精神保健指定医所属

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

診察通知の相手方
（電話番号・同居家族以外の住所）

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

精神保健指定医氏名

令和〇年〇月〇日付
〇〇第〇号　診察要

否決定書(2)



別紙２

不開示部分 開示しない理由公文書名

家族等電話番号・同居家族以外の住所

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5
号に該当
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜
査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがあるため。

通報者の内線番号

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

・病状の概要
・問題行動

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

職員氏名

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

令和〇年〇月〇日
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律第23条通報受理書

兼調査書

通報者氏名



別紙２

不開示部分 開示しない理由公文書名

家族等（電話番号）

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2
号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報であって、
開示請求者以外の特定の個人を識別することが
できるものであるため。

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第5
号に該当
開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜
査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがあるため。

通報者の内線番号

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

・病状の概要
・問題行動

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

担当者

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

内容

個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7
号に該当
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置
入院制度の特異性から、開示した場合に今後の
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

精神科救急受理票
（別紙）

警察官氏名

精神科救急受理票


